
平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
受
領

答

弁

第

二

七

八

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
七
八
号

平
成
二
十
年
十
二
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
年
金
申
請
遅
れ
に
よ
る
時
効
撤
廃
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
年
金
申
請
遅
れ
に
よ
る
時
効
撤
廃
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
人
数
及
び
金
額
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
平
成

十
一
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度
ま
で
の
間
に
年
金
給
付
を
受
け
る
基
本
的
権
利
（
以
下
「
基
本
権
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

新
規
の
裁
定
が
行
わ
れ
た
事
例
の
う
ち
、
老
齢
基
礎
年
金
又
は
老
齢
厚
生
年
金
の
基
本
権
が
発
生
し
た
月
か
ら
裁
定
申
請
の

受
付
を
し
た
月
ま
で
の
間
の
月
数
が
六
十
月
を
超
え
る
も
の
の
件
数
は
約
十
七
万
件
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
事

例
に
つ
い
て
、
基
本
権
発
生
時
点
に
お
け
る
年
金
月
額
に
当
該
六
十
月
を
超
え
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
と
こ

ろ
、
そ
の
額
は
約
二
千
四
百
億
円
で
あ
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
件
数
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
。

ま
た
、
申
請
が
遅
れ
た
原
因
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
「
申
請
者
の
責
め
に
帰
さ
な
い
申
請
遅
れ
が
あ
る
ケ
ー
ス
」
を
含
め
、

様
々
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
の
�
及
び
二
に
つ
い
て

一



基
本
権
に
つ
い
て
は
、
他
の
公
法
上
の
法
律
関
係
と
同
様
、
早
期
に
そ
の
法
律
関
係
を
安
定
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

の
制
定
当
初
か
ら
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
般
債
権
よ
り
短
い
五
年
の
消
滅
時
効
の
期
間
が
定
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
時
効
を
援
用
し
な
い
取
扱
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

ま
た
、
基
本
権
に
基
づ
き
支
払
期
日
ご
と
に
年
金
給
付
の
支
給
を
受
け
る
権
利
（
以
下
「
支
分
権
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
公
法
上
の
金
銭
債
権
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
三
十
一
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
、
時
効
の
援
用
を
要
せ
ず
、
そ
の
権
利
発
生
か
ら
五
年
で
自
動
的
に
時
効
消
滅
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
が
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

九
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「
年
金
時
効
特
例
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
厚
生
年
金
保
険
法
及
び
国
民
年
金
法
の
改
正
に

よ
り
、
支
分
権
に
つ
い
て
の
消
滅
時
効
が
こ
れ
ら
の
法
律
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
会
計
法
第
三
十
一
条
の
規
定

を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
と
し
て
は
、
民
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
別
の
事
情

を
勘
案
し
て
時
効
の
援
用
を
行
う
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

二



三
及
び
四
に
つ
い
て

時
効
制
度
は
、
一
定
期
間
継
続
し
た
事
実
関
係
を
尊
重
し
て
社
会
の
法
律
関
係
の
安
定
を
図
る
等
の
観
点
か
ら
設
け
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
権
及
び
支
分
権
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
時
効
制
度
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
法
律
関
係
を
早
期
に

安
定
さ
せ
る
こ
と
は
引
き
続
き
必
要
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
消
滅
時
効
の
規
定
自
体
を
撤
廃
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と

考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
一
の
�
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
年
金
時
効
特
例
法
に
よ
る
厚
生
年
金

保
険
法
及
び
国
民
年
金
法
の
改
正
に
お
い
て
、
会
計
法
第
三
十
一
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
民

法
の
規
定
に
基
づ
き
、
個
別
の
事
情
を
勘
案
し
て
時
効
の
援
用
を
行
う
か
ど
う
か
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
。

三


